令和８年度　座間市コミュニティバス運行計画見直し業務委託仕様書

１．適用範囲
本仕様書は、座間市（以下「発注者」という。）が受託者（以下「受注者」という。）に委託する座間市コミュニティバス運行計画見直し業務委託（以下「本業務」という。）に適用する。

２．目的
　　　本業務は、令和７年度に実施した座間市コミュニティバス利用実態等調査を元に、発注者の作成した座間市コミュニティバス（以下、「コミュニティバス」という。）のルートやダイヤ等の変更素案について検討を行い、より効率的・効果的な運行計画案を作成し、また、関係機関との協議に必要な資料作成や各種手続き等の支援を行うことを目的とする。

３．履行期間、履行場所及び支払回数
（１）履行期間　契約締結日翌日から令和９年３月１９日まで
（２）履行場所　座間市都市部都市計画課指定場所
（３）支払回数　支払いは業務終了後、完了検査合格後に行う。

４．実施体制
本業務の管理技術者は、技術士（建設部門（都市及び地方計画））又はＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）のいずれかの資格を有するものとし、令和３年度以降に地方公共団体が発注する本業務と同種又は類似業務の実績を有することとする。
ただし、いずれの場合も元請けとしての受注に限るものとする。

５．貸与資料
　　　発注者は、本業務の実施にあたり必要となる以下の資料を受注者に貸与する。
　　　受注者は、資料の受渡し時に借用書を提出し、本業務完了後は速やかに資料を返納する。
（１）座間市コミュニティバス利用実態等調査報告書
（２）座間市コミュニティバスロケーションシステム・乗降客カウントシステム出力データ
（３）その他本業務の遂行に必要なもの

６．計画準備
本業務の目的を十分に把握した上で、業務実施に際し必要な業務の内容、実施方針、スケジュール及び実施体制等を記載した委託業務工程表を作成し、発注者の承認を受けるものとする。
なお、計画に著しく変更が生じる場合には、その都度発注者の承認を受けるものとする。

７．業務内容
（１）コミュニティバス運行計画（案）の作成
発注者の作成した変更素案の運行ルートやエリア、運行ダイヤ、運賃等が、５（１）及び（２）で確認できる利用状況等に沿ったものであるか検証し、コミュニティバスの運行計画（案）を作成する。
（２）交通事業者との打合せの支援（２回）
コミュニティバス運行事業者との打合せに使用する資料の作成、打合せへの技術者の同席及び会議録の作成等を行う。
（３）地域公共交通会議の支援（２回）
地域公共交通会議に使用する資料の作成、会議への技術者の同席及び会議録の作成等を行う。
（４）国土交通省申請資料の作成
国土交通省申請に使用する資料の作成を行う。
（５）その他関連資料の作成等
本業務に関連して必要となった資料等の作成等を行う。

８．打合せ・協議
初回、中間、納品時のほか、必要に応じて適宜打合せや協議を実施し、受注者が会議録を作成する。
なお、打合せに要する費用は、受注者負担とする。

９．成果品
本業務の成果品は、発注者に帰属するものであり、受注者は発注者の許可なく使用、公表、複製及び貸与してはならない。
また、成果品は、検査合格後１２か月間を保証期間とし、受注者の過失または疎漏に起因する不良箇所及び誤り等が生じた場合は、受注者の責任において速やかに適切な処理を講じなければならない。
なお、納入される成果品に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。
（１）業務報告書
（２）運行計画（案）関連資料一式
[bookmark: _GoBack]（３）国土交通省申請資料一式
（４）７及び８にかかる会議録
（５）上記及びその他関連資料を記録したＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ

10．検査
受注者は、作業終了後に発注者の完了検査を受け、検査合格をもって本業務の完了とするものとする。

11．その他
受注者は、本業務を履行するにあたっては次に挙げるものを遵守するものとする。
（１）受注者は、本業務の遂行上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。本業務終了後も同様とする。
（２）受注者は、事故や業務履行上の問題などが発生した場合には、速やかに発注者に報告すること。
（３）受注者は、本事業の関係書類等を整備保管し、必要な書類の提出や実地検査等に際しては、協力すること。
（４）受注者は、本業務の遂行中に自らの責により第三者に与えた損害及び第三者により受けた損害については、受注者の責任において処理解決し、発注者に報告するものとする。
（５）受注者は、業務を履行する中で仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、本業務の円滑な遂行を期するため、発注者と協議の上、協力して対応することとする。

